東海村窓口発券機購入仕様書

この仕様書は，東海村（以下「村」という。）窓口発券機購入に必要な事項を定める。

１　設置場所 
東海村役場行政棟１階
※レイアウト等に関しては別紙を参照すること。

２　購入物品及び付帯作業の内容 
（１）物品の納入
以下の機器類等（以下「本物品」という。）を納入すること。
・発券機一式
・操作器一式
・呼出案内用モニター一式
・交付用モニター一式
・バックヤードシステム用モニター一式
・その他システム稼働に必要な機器・ソフトウェア一式
（２）設置・調整作業
本物品の据付，接続，配線，現地調整，初期設定等の付帯作業を行い，正常に稼働する状態で納品すること。
（３）操作説明
職員に対する操作説明会を実施すること。
（４）保守対応
令和８年１１月２日（月）から令和９年３月３１日（水）までの期間，以下の保守対応を行うこと。
・システム運用保守（機器等の適正な運用，維持管理）
・ＷＥＢ機能（混雑状況配信機能の運用保守）
※令和９年４月１日以降の保守対応については，別途協議するものとする。

[bookmark: _Hlk220597199]３　納入期限及び運用開始日
（１）納入期限
令和８年１０月２５日（日）までに本物品の納入・設置・調整を完了すること。
（２）設定・点検期間
設置後から令和８年１１月１日（日）までとする。
（３）運用開始日
令和８年１１月２日（月）
（４）操作説明会
納入事業者は村と協議の上，日程を決定する。

４　機能概要
提案する本物品の機能により，必要に応じて村と協議の上，変更できるものとする。なお，各機器の想定台数は目安であり，提案に応じて増減可能とする。ただし，業務に支障が出ない範囲とし，台数変更の理由を企画提案書に明記すること。なお，設置場所の東海村役場行政棟１階のレイアウト等は別紙を参照すること。
(１)発券機
① 発券画面は階層式に対応していること。
② 発券画面に各業務のボタンを配置し，各ボタンに待ち人数を表示できること。
③ 画面表示は日本語の他に英語等の多言語に対応しており，発券されるカード印字も多言語対応していること。
④ タッチパネルによる操作方式で，表示ディスプレイ部分は各業務別に表示し，業務数，業務名の変更が容易な操作で任意に設定できること。
⑤ 発券番号帯の桁数は提案によるが，総合窓口の各種業務の案内が円滑になるように配慮すること。
⑥　各業務ボタンを押下することで，業務毎に割り振った番号を記載した発券カードを出力できること。
⑦　発券カードは，１つの呼出番号につき，２枚発券する機能を有しており， 業務ごとに設定可能であること。
⑧ 発券したカードの表面は，受付番号，業務内容，日付，メッセージ，二次元コード等が印字可能であり，印字内容を任意に設定，変更できること。また，２枚目のカードには，１枚目と同じ受付番号，業務内容，日付，メッセージ及び呼出用の二次元コード等が印字可能であること。
⑨ 業務別に発券番号帯を一桁単位で設定が可能であること。
⑩ 業務終了後に発券ができないようにするために業務終了画面の表示ができること。なおその状態でも呼出動作はできることとする。
⑪ 呼出案内で使用する窓口数の設定及び変更が職員による容易な操作で設定ができること。
⑫ 発券から受付，窓口応対，応対後から交付呼出までの待ち時間集計機能があること。
⑬ 統計データは，日別に総発券枚数・時間別の発券枚数・各業務別の呼出人数・平均待ち時間・最大待ち時間などが取れること。
⑭ 統計データ（日報・月報）を抽出できること。
⑮ データ抽出項目として，発券日付,発券番号,発券時刻,呼出窓口番号,対応業務名,呼出時刻,処理時間,再呼出時刻,呼出時待ち人数などの項目をCSVもしくはエクセルにて抽出することができること。
⑯ 複数の窓口での手続きを希望する来庁者が，その都度発券カードを取得する必要がなく，同一の番号で引き続き他の窓口の受付ができるよう，受付番号の移行（渡り）機能があること。
⑰ 機器は国内メーカーであること。
⑱ 想定台数　１台

(２)操作器
① 機器は充電式ではなく，電源から給電するタイプであること。
② タッチパネルによる操作であること。
③ 無線通信により発券機等の機器と連動させること。
④ 操作器上の液晶表示で，業務別の呼出し番号，待ち人数及び待ち時間が確認できること。
⑤ 順番呼出し以外に，再呼出し，任意呼出し，不在者保留，処理保留，処理済，取消等の操作ができること。
⑥ 任意に入力した番号も呼出し可能であること。
⑦ 来庁者がカードを取らずに直接窓口に来ても券なし処理ボタンにより，正確に処理件数がデータ反映されるものとする。
⑧ ログイン時に窓口番号・担当業務を選択し窓口担当者専用端末として使用可能であること。なお稼働中でも窓口番号・担当業務を容易に変更が可能であること。
⑨ １台の操作器からすべての業務の呼出ができること。
⑩ 通常の発券で来庁者を呼出対応後，さらに複数の業務にまたがる際は，操作端末で業務の追加を行える機能や他業務への番号転送機能等を有していること。
⑪ フロアマネージャーモード（管理者モード等）を搭載しており，番号の削除や事前保留を行うことができ，全ての業務の待ち情報などを閲覧することができること。
⑫ 番号札の半券に印字されているバーコード等を読み取ることで呼出しがかけられること。
⑬ 機器は国内メーカーであること。
⑭ 想定台数　１７台

(３)受付・交付系制御端末用パソコン
① 案内用モニターに転写させるためのパソコンは，執務室内において窓口全体の呼出状況がリアルタイムにパソコン上で確認できること。
② 交付用モニターを制御するためのパソコンは，執務室内においてバーコード等の読み込みにより受付番号を表示させることができるものとする。また１画面に１×１（１コマ）～６×６（３６コマ）程度の呼出表示ができるものとする。
③ 設定にて自動再呼出機能があり，また再呼出する時間（分）の変更が職員でも容易に設定が変更できるものとする。
④ 機器は国内メーカーであること。
⑤ 想定台数　２台

(４)バックヤード系制御端末パソコン
① 業務毎の待ち人数，最新の受付番号，処理件数の情報が確認できること。
② 機器は国内メーカーであること。
③ 想定台数　２台

(５)案内表示モニター（受付用）＜上記(３)と連携＞
① 操作器からの番号呼出し操作に連動したポップアップ表示を有し，呼出案内　が分かりやすい画面であること。
② 保留された受付番号が一覧で表示され，業務毎・窓口毎に現在受け付けている受付番号，窓口番号，待ち人数の表示がされること。
③ 呼出し案内表示と連動して音声出力による呼出し案内が可能であること。
④ 薄型，軽量型のものであり，設置については設置場所に応じて対応可能なこと。
⑤ モニターは国内メーカーであること。
⑥ モニターサイズは５０インチ以上であること。
⑦ 想定台数　２台

(６)交付用モニター＜上記(３)と連携＞
① バーコード読み取りまたは操作器の操作によって，交付用モニターに受付番号を表示させることができること。
② 交付用モニターは１画面上に最大３６コマ（６×６）程度の番号表示ができるようにし，来庁者が見やすい表示がされること。
③ 呼出し案内表示と連動して音声出力による呼出し案内が可能であること。
④ 再呼出を行った際は番号が目立ちやすいような注視機能が搭載されていること。
⑤ 薄型，軽量型のものであり，設置については設置場所に応じて対応可能なこと。
⑥ モニターは国内メーカーであること。
⑦ モニターサイズは５０インチ以上であること。
⑧ 想定台数　１台

(７)バックヤードシステム用モニター（執務室用）＜上記(４)と連携＞
① 業務毎の待ち人数，処理件数などの最新情報が確認できること。
② 来庁者が発券した際に執務室内で音と光で発券された事を認知できるアラート機能を有していること。
③ 発券アラート音の設定として，発券都度発音や待ち人数がゼロから１人目のみ発音，もしくは無音のいずれかに設定でき，音量調節も可能であること。
④ 発券アラートの音色は複数の種類を有し，それぞれの業務別に音色設定することができること。
⑤ 薄型，軽量型のものであり，設置については設置場所に応じて対応可能なこと。
⑥ モニターは国内メーカーであること。
⑦ モニターサイズは５０インチ以上であること。
⑧ 想定台数　４台

(８)ＷＥＢ機能
① 窓口の待ち状況を確認したい者が会員登録を行わずに，受付業務内容別の現在の待ち人数・最新の受付番号や保留受付番号（お呼出時ご不在番号）がスマートフォンやパソコンから閲覧することができること。また閲覧時はアクセスした時点の待ち情報がリアルタイムに閲覧することができること。
② 呼出が近くなった際にお知らせを行う配信機能（メール等）を有していること。
③ 上記①・②の機能は容易に設定変更でき，職員でも変更操作が可能であること。
④ ＷＥＢ機能の期間は，２（４）に定める期間と同じとする。その他設定費用等も見積に含むこと。
⑤ ＷＥＢ機能については，原則として納入事業者にて準備するインターネット環境を利用する。ただし，村のインターネット環境を利用できる場合は別途協議を行うものとする。なお，本業務の実施に必要となるルーター等の通信機器については，村が購入する場合でも，その費用を見積に含めること。
⑥ 各端末におけるセキュリティー対策（アンチウイルスソフト）を講じること。

(９)その他機能等
① 呼出端末を無線で接続する場合，不正アクセス防止などのセキュリティー対策を施すこと。
② 発券画面，受付画面，ＷＥＢ 画面デザインについてはユニバーサルカラーデザインを考慮していること。

５　納入時の付帯作業
（１）設置作業
① すべての機器について据付，接続，配線，現地調整，納入時の設定作業等の付帯作業まで行い，発券機，表示モニター及び操作器が連動し，正常に稼働するよう適切に処理すること。
② 納入時の各種設定内容（業務数，表示・印字内容等）は，村との打合せの上，決定すること。
③ 発券機及び操作器に，本仕様書に示す機能以外の機能を利用できないよう措置を講じること。（例：カメラ，メール，インターネット機能等）
④ 設置位置の詳細については，村の指示に従うこと。
⑤ 作業日については，通常業務に支障がないよう村と協議の上，決定すること。
⑥ 設置完了後，各機器の稼働調整（テスト）を行い，不具合がない状態の確認結果を村に報告すること。
（２） 操作説明会の開催
① 納入後・運用開始前に，発券機等の各装置の基本操作，設定変更方法などの操作手順を記載したマニュアルを作成・提供し，職員に対し操作説明を十分行うこと。また，操作説明会等の日時や回数については村と協議の上決めること。
② 説明会時の説明及び資料については納入事業者において準備すること。
③ 開催日については，通常業務に支障がないよう，平日の閉庁後（午後５時１５分以降）など配慮し，村と協議の上決めること。
④ 稼働までの間，各種機器は調整中等の表示を行うものとするが，設置後なるべく早く稼働ができるように協力すること。
⑤ 運用開始日以降，村が別途指定する日については，原則現地に担当者を派遣しフォローアップを行うこと。指定日は，納入事業者は村と協議の上決定する。

６　物品保証及びアフターケア
　　保証対象の物品は，４（１）から（７）に掲げる発券機，操作器，各種モニター，各種パソコンのことをいう。
（１） 保証期間
　　　納品日から最低１年間は設けるものとする。
（２） 保証内容
納入物品に関し，保証対象のハードについては，村の過失がない場合の不具合は無償対応とすること。
（３） 保証対象外の修理
保証対象外のハード機器における修理または取替の諸費用は速やかに修繕の見積書を提示すること。
（４） 障害対応
保証期間内に障害が起きた際は，原則，障害発生の連絡を受けてから営業時間内（平日午後５時１５分まで）に復旧措置がとれること。即日中に対応できない場合は担当職員と協議の上，訪問日程等を確定すること。
（５） リモートサポートが行える仕組みを整えること。また，その費用は本契約の購入金額に含めること。
（６） 本システム専用のサポート窓口（コールセンター等）を設けること。また，その費用は本契約の購入金額に含めること。

７　その他 
（１） 設置場所等 
機器の設置場所は，庁舎内の施設や機器に支障のないように考慮すること。また，納入後であっても，本運用開始までの期間において，設置場所の変更が生じた場合には対応すること。 
（２） 搬入費や設置費用など，納入に係る費用はすべて受注者の負担とする。
（３） 疑義 
本仕様書に定めのない事項については，必要に応じて村と納入事業者が協議して定める。
